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令和６年度和歌山県飼養衛生管理指導等計画 

                               令和６年４月１日  

和 歌 山 県 公 表 

  

はじめに 

（１）本計画は、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号。以下「法」という。）第12条の

3の4に規定する飼養衛生管理指導等計画を定めるものである。 

（２）本計画は、飼養衛生管理基準の遵守の指導等を中心に、衛生管理全般の指導等を実施する

上での基本的な方向及び重要事項、実施体制等の方針を示すものである。 

（３）本計画の計画期間は、令和６年度から令和８年度とする。 

 

第一章 飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向 

Ⅰ 和歌山県の畜産業及び家畜衛生の現状 

（１）主な家畜の飼養状況（R5.2.1定期報告 及び R5.1.1蜜蜂飼育状況調査） 

 

 

乳用牛 

（うち大規模） 

肉用牛 

（うち大規模） 

豚 採卵鶏 肉用鶏 蜜蜂 

戸数 5(1) 42(1) 9 30 24 281 

飼養頭羽数 

（頭、羽、群） 

491(370) 2,720(659) 

 

1,493 

 

271,392 297,181 11,122 

注)豚は6頭以上、採卵鶏及び肉用鶏は100羽以上の集計 

飼養規模は、牛では 200頭以上を飼養する大規模農場が 2戸（乳用牛 1戸、肉用牛 1戸）

あるが、それ以外は全て中小規模の農場である。県内における家畜飼養戸数・飼養頭羽数は

ともに減少傾向にあるが、肉用牛の飼養頭数は近年2,500～2,700頭前後と横這いで推移して

いる。また、本県は養蜂業が盛んであり、飼養群数は全国第5位（令和5年1月1日時点）、

蜂蜜生産量は、全国第 6位（令和 4年時点）である（「養蜂をめぐる情勢」（令和 6年 2月

農林水産省畜産局）より）。 

（２）県内の家畜保健衛生所 

本県は、海草・那賀・伊都・有田・日高・西牟婁・東牟婁の7つの地域に分けられる。 

家畜保健衛生所（以下、家保）は紀北と紀南の 2 カ所が設置されており、紀北家保は海

草・那賀・伊都・有田の 4 地域を、紀南家保は日高・西牟婁・東牟婁の 3 地域をそれぞれ管

轄している。紀南家保には東牟婁支所が設置されており、東牟婁地域を管轄している。 

家畜衛生・飼養衛生に係る指導については、家保が中心となり、必要に応じて各振興局農

業水産振興課、市町村、及び畜産関係団体職員が連携して実施している。 

本県では、民間の産業動物獣医師数が少ないため、県内全域を対象に家保の獣医師が家畜

診療や牛人工授精、受精卵移植を行っている。また、和牛登録業務や家畜管理支援（牛去

勢・除角等）等、他の都道府県では民間団体等で実施されることの多い、これらの業務につ

いても家保が行っており、畜産農家に対する総合的な支援窓口となっている。 

（３）県内の畜産関係団体 

   家畜衛生に関する畜産関係団体として、公益社団法人畜産協会わかやま、公益社団法人和

歌山県獣医師会、和歌山県農業協同組合連合会、和歌山県農業共済組合、一般社団法人和歌
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山県配合飼料価格安定基金協会があり、県と相互に連携して情報を共有し、畜産振興を図っ

ている。 

（４）飼養衛生管理基準の遵守状況（令和5年7月時点）及び対策 

【牛】 

牛の飼養衛生管理基準は全 38 項目、小項目を含めると 69 項目あり、牛農家の平均遵守項目

数は 55 項目で遵守率は 79%と、昨年度とほぼ同値であった。また「衛生管理区域立入り時の車

両、手指の消毒」、「畜舎出入り時の靴、手指消毒」の遵守率は約 40％から 51％に、「更衣や

靴の履き替え前後における交差汚染の防止措置」の遵守率は約 20％から 34％になり、改善が見

られたものの、依然としてと低かった。 

国内では平成 22年以降、口蹄疫等の家畜伝染病の発生がなく、牛飼養農場においては、病原

体の侵入に対する警戒が薄れていることが考えられる。しかし、韓国における 4 年ぶりの口蹄

疫発生（令和 5 年 5 月）など、国内へのウイルス侵入リスクが高まっていることから、立入時

の指導や研修会の実施等により衛生意識の向上を図り、衛生管理区域の適切な設定および消毒

の実施により、病原体の侵入防止を図る。 

【豚】 

  豚の飼養衛生管理基準は全 40項目、小項目を含めると 83項目あり、9戸全ての農家で 81項

目以上遵守できていた。しかし、本県では、野生いのししの豚熱感染が県内全域で確認されて

おり、養豚場における豚熱発生リスクは依然として高い状態にある。さらに、アフリカ豚熱に

ついても韓国南部（釜山広域市）で野生いのししへの感染が相次いで確認されるなど、国内へ

の侵入リスクが高まっている。これらのことから、不遵守項目について指導を継続するととも

に、野生動物侵入防止対策については、年間を通じて対策を徹底・維持するよう繰り返し指導

を行う。 

【鶏】 

  鶏の飼養衛生管理基準は全 35 項目、小項目を含めると 70 項目あり、鶏農家の平均遵守項目

数は 68 項目で遵守率は 97%で昨年度より 5 ポイント改善した。「野生動物侵入防止のためのネ

ット等の設置・点検」の遵守率は昨年度の 85％から 100％に、「家きん舎毎の靴の設置・使用」

の遵守率は 91％から 98％に、「衛生管理区域に侵入する車両の車内交差汚染対策」の遵守率は

80％から 87％に改善した。しかし、近年の国内における高病原性鳥インフルエンザ発生状況を

鑑みると遵守率のさらなる向上が必要であるため、夏季を中心に農場への立入を強化し指導を

徹底する。 

【共通】 

  県は、家畜の所有者に対し、令和 3 年度から実施している畜産施設衛生管理強化支援事業

（県事業）の活用について引き続き情報提供を行い、飼養衛生管理基準に対応した畜舎等の整

備を促進する。また、高齢化や施設の老朽化が進む農場においては、労力的、金銭的負担の少

ない飼養管理方法の提示等により、飼養衛生管理基準に対する理解を促す。 
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Ⅱ 家畜の伝染性疾病の発生状況と家畜衛生上の課題及び主体ごとの役割 

（１）概要 

国内では、令和2年シーズンから令和5年シーズンまで、4シーズン連続で高病原性鳥イン

フルエンザが発生している。県内では令和 2年 12月及び令和 4年 11月に採卵養鶏場におい

て、令和4年11月に家きん飼養施設においてそれぞれ1件発生した。 

高病原性鳥インフルエンザは、ウイルスを保有する野鳥の国内への飛来により養鶏場での

発生リスクが高まる。県内の養鶏場周辺には、野鳥が飛来する河川やため池があるため、シ

ーズンまでに発生予防対策を徹底しなければならない。特に過去に発生した養鶏場や、その

周辺の農場については、地域として発生リスクが高い環境にあることを踏まえ、対策を講じ

る必要がある。 

豚熱については、平成 30年 9月に岐阜県の養豚場において、国内で 26年ぶりに発生が確

認され、その後、野生いのししにおける感染拡大とともに、養豚場での発生が多数確認され

ている。本県においては、令和2年10月に野生いのししの豚熱感染が初めて確認され、令和

3年1月に養豚場で発生した。その後、紀北地域で野生いのししの感染が拡大、令和3年には

紀南地域でも感染が確認され、県内全域に拡がった。本県では、飼養豚への豚熱ワクチン接

種を令和 2年 6月から開始するとともに、野生いのししへの経口ワクチン散布を令和 2年 12

月から実施しているが、豚熱ウイルスは県内全域に広く浸潤していると考えられることから、

引き続き飼養衛生管理基準の遵守徹底が必要である。 

アフリカ豚熱については、国内での感染事例はないものの、令和5年12月以降、韓国南部

の釜山広域市において野生いのししで相次いで感染が確認されており、国内に侵入するリス

クが高まっていることから、養豚場における飼養衛生管理基準の遵守の必要性が増している。 

（２）家畜区分ごとの家畜の伝染性疾病の発生状況および家畜衛生上の課題・対策 

家畜区分 家畜の伝染性疾病の発生状況 家畜衛生上の課題・対策 

牛 

 

牛伝染性リンパ腫 令和元年11月 

令和2年3月 

令和5年11月 

・抗体陽性牛の隔離・早期淘汰の実施 

・母子早期分離 

・導入牛の隔離・検査 

・吸血昆虫対策の実施 

豚 豚熱 令和3年1月 ・野生動物侵入防止対策 

・農場出入口での手指消毒、車両消毒の徹底 

・豚舎ごとの専用衣服及び長靴の設置 

・適切な日齢でのワクチン接種 

・畜産関係業者への指導 

家きん 

 

 

 

 

高病原性鳥インフル

エンザ 

 

平成23年2月 

令和2年12月 

令和4年11月 

・野鳥や野生動物侵入防止対策 

・農場出入口での手指消毒、車両消毒の徹底 

・家きん舎ごとの専用衣服及び長靴の設置 

・畜産関係業者への指導 

伝染性ファブリキウ 

ス嚢病 

令和2年2月 

 

・アウト後の鶏舎消毒、空舎期間の確保 

・適切なワクチン接種の指導 

 伝染性気管支炎 令和元年6月 
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鶏痘 

 

 

平成29年8月 

 

・アウト後の鶏舎消毒、空舎期間の確保 

・適切なワクチン接種の指導 

・媒介昆虫（ワクモ）駆除の指導 

ミツバチ アカリンダニ症 

 

令和3年 5、6、11月 

令和5年1、5、10、11月 

・発生蜂群の分譲や移動禁止、予防法の指導 

・異常時の早期通報、検査の指導 

バロア病 令和2年11月  ・適切なダニ駆除薬の使用並びに予防時期の

指導 

（３） 各主体の役割および課題 

【県】家畜の伝染性疾病の発生を予防するため、国内外の疾病発生状況や個々の農場における

疾病発生状況を鑑み、農場の経営体制に応じた適切かつ効果的な指導を行う。また、伝染性

疾病による畜産業への被害を最小限に抑えるため、市町村や関連事業者、生産者団体等と協

力して、伝染性疾病の発生予防及びまん延防止に向けた防疫体制を整備する。 

【市町村】家畜の伝染性疾病の発生予防とまん延防止に係る防疫体制の一翼を担っていること

から、家畜の飼養状況及び県から提供される家畜衛生に関する情報を把握するとともに、国

や県が行う施策に協力する。 

【家畜の所有者】家畜の伝染性疾病の発生予防とまん延防止について第一に責任を有している

ことから、飼養衛生管理基準の遵守を徹底する。同基準の遵守にあたっては、自己点検と家

保等の確認結果のフィードバックによる PDCAサイクルを確実に行う。また、家畜防疫に対す

る理解が、農場に立入る関連事業者（飼料・医薬品等販売業者、家畜運搬業者の他、畜舎設

備の施工業者、水道・電気・ガス等の管理業者を含む）全てに浸透しているとはいえないこ

とから、これらの事業者に対して、車両や靴底消毒等、衛生対策の実施について周知する。 

 

Ⅲ 指導等の実施に関する基本的な方向  

１ 指導等に関する基本的な方向 

（１）指導等の実施における基本的な考え方 

飼養衛生管理基準は、全ての家畜の所有者が家畜の飼養に係る衛生管理において守るべき

基準であり、ひとたび家畜の伝染性疾病が発生した場合には、近隣及び関連農場のみならず、

関連事業者を含めた地域全体の経済活動に影響が及ぶという性質上、家畜の所有者は、自ら

その遵守徹底に努める必要がある。 

県は、家畜の所有者による取り組みを支援し、農場の実情や経営体制に応じて、柔軟に飼

養衛生に係る指導を実施する。 

（２）家畜の所有者及び飼養衛生管理者への情報の周知 

県は、速やかに情報を伝達するため、定期報告等の機会を利用して、家畜の所有者及び 

飼養衛生管理者から、電話番号、FAX 番号、メールアドレス等の情報を収集する。周知にあ

たっては、国・県からの通知及び配布される文書やパンフレット、家保が発行する衛生だよ

り等を活用し、ファックス、電子メール、電話、郵送または対面により行う。 

２ 指導等の実施に関する基本的な方向 

（１）飼養衛生管理者による自己点検 

県は、飼養衛生管理者に対し「飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置    

の実施状況に係るチェックシート」を活用した自己点検を、定期報告に合わせて年 1 回以上実
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施させ、その結果を確認する。不遵守項目については期限を設定して対策するよう指導する。 

家保は、法第 51条に基づく立入検査を行い、自己点検結果を基に、飼養衛生管理基準の遵守

状況の確認及び指導を実施する。その際、指導内容を飼養衛生管理マニュアルに反映し、実行

するよう指導する。 

特に家きん飼養農場に対しては、高病原性鳥インフルエンザの発生予防のため、10 月から 5

月の自己点検結果を毎月家保に報告させるとともに、不遵守項目について速やかに改善するよ

う指導する。また、豚、いのしし飼養農場に対しても、3 か月に 1 度自己点検結果の報告を求

め、同様に指導する。 

（２）農場への立入・指導 

・家保は農場毎に年1回以上の立入検査を実施する。 

・立入を行う農場は、牛、山羊（鹿、めん羊を含む、6 頭以上飼養）、豚（いのしし、いの 

ぶた、ミニブタ等含む）、鶏及びあひる（100 羽以上飼養）、馬を飼養している農場を対象

とする。 

・養蜂家においては、ふそ病検査の際に、他の伝染病についても確認し、必要に応じて適切

な検査を実施する。 

・飼養衛生管理基準の不遵守が認められた農場については、法第51条に基づく立入検査を実

施し、行政手続法に基づく指導・助言を行う。 

・行政手続法に基づく指導・助言にあたっては、必要に応じ、市町村等の関係者と連携し、

遵守状況の改善を図る。 

・行政手続法に基づく指導・助言にも関わらず、長期にわたり改善が認められない農場につ

いては、市町村等の関係者に対し情報共有を行うとともに、法第12条の5に基づく指導・助

言及び法第12条の6に基づく勧告等を実施する。 

（３）優先して指導すべき事項等 

  本県では令和 2 年度に高病原性鳥インフルエンザと豚熱が各 1 件、令和 4 年度に高病原性鳥

インフルエンザが 2 件発生した。疫学調査で指摘のあった不遵守項目を中心に、下記について

優先的に指導することとする。また、過去に発生があった地域、県下最大規模の農場がある地

域、農場が密集している地域を優先して指導する。 

【豚等飼養農場】 

 １．家畜の所有者の責務の徹底、特定症状が確認された場合の早期通報 

２．記録の作成及び保管 

３．肉を含む食品循環資源を飼料とする場合の適切な処理 

４．衛生管理区域への野生動物の侵入防止対策 

５．畜舎毎の手指消毒及び衣服・靴の設置 

【家きん飼養農場】 

１．家きんの所有者の責務の徹底、特定症状が確認された場合の早期通報 

２．記録の作成及び保管 

３．野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕 

４．衛生管理区域専用の衣類及び靴の設置並びに使用、家きん舎毎の長靴の設置並びに使用 

５．衛生管理区域の出入口における車両の消毒 

６．衛生管理区域内の整理整頓及び消毒 
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第二章 家畜の飼養に係る衛生管理の状況並びに家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向を把握

するために必要な情報の収集に関する事項 

Ⅰ 実施方針 

県は、全国的サーベイランスの実施に関する計画（時期、地域、検査対象、方法等）について、

毎年作成する。 

令和6～8年度 サーベイランススケジュール（参考1） 

家畜

区分 

対象疾病名 目的 実施時期 実施方法 

牛 伝達性海綿状

脳症 

 

感染牛摘発 

清浄性評価 

 

令和6年4月 

～ 

令和9年3月 

 

特定症状並びにBSE関連症状を呈する牛を対象に、

法施行規則第9条第2項（別表第1）の方法により

実施。 

ヨーネ病 感染牛摘発 

 

県内全域の牛を対象に清浄性維持サーベイランス実

施要領に基づき実施。令和6年度は乳用牛、令和7

年度は繁殖雌牛、令和8年は乳用牛を対象とする。

また、県外導入牛の着地検査を実施するよう指導す

る。 

牛伝染性リン

パ腫 

浸潤状況調査 

感染牛摘発・

淘汰 

清浄性評価 

県内全域で飼養する繁殖雌牛の内、家保所長が必要

と認めた牛を対象に抗体検査（エライザ法）及び抗

体検査で陽転した牛に対し、PCR検査を実施。高リ

スク牛の計画的淘汰を指導する。 

牛ウイルス性

下痢 

感染牛摘発 導入牛に対しPCR検査を実施し、感染牛の摘発によ

り本県への侵入及びまん延防止を図る。 

アカバネ病 令和6～8年

度における流

行予察 

令和6年 

令和7年 

令和8年 

毎年6～11月 

家保長が適切と認めた区域における未越夏牛を対象

に、原則として6月下旬、8月中旬、9月下旬、11

月中旬の4回、臨床検査及び血清抗体検査（中和試

験）を実施。 

チュウザン病 

アイノウイル

ス感染症 

豚 豚熱 

 

 

 

免疫付与状況

調査 

令和6年 

令和7年 

令和8年 

半年毎に年2回 

県内全域の豚熱ワクチン接種豚を対象に、6か月毎

に免疫付与状況確認検査（抗体検査）を実施する。 

 

オーエスキー

病 

浸潤状況調査 令和6年4月 

～ 

令和9年3月 

県内全域の豚を対象に血清抗体検査（ラテックス凝

集反応）を実施する。 

 

め ん

羊 ・

山羊 

 

伝達性海綿状

脳症 

 

 

摘発 

 

令和6年4月 

～ 

令和9年3月 

 

定期的に立入を行い、異常畜については病性鑑定を

実施する。18か月齢以上の死亡畜においては、「伝

達性海綿状脳症（ＴＳＥ）検査対応マニュアル」に

基づき検査を実施する。 
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鶏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高（低）病原

性鳥インフル

エンザ 

 

 

 

 

 

浸潤状況調査 

 

令和6年4月 

～ 

令和9年3月 

 

県内全域の家きんへの浸潤状況を把握するため、毎

月1回、6農場を対象にウイルス分離検査および血

清抗体検査（エライザ法）を実施する（定点モニタ

リング）。また、10月から翌年5月の間に、定点モ

ニタリング対象農場以外の農場で血清抗体検査（エ

ライザ法）を実施し、浸潤状況を調査する（強化モ

ニタリング）。 

法第52条に基づき飼養羽数及び死亡羽数の報告徴

求を実施する（100羽以上飼養農家）。 

ニューカッス

ル病 

抗体保有状況

調査 

県内全域の家きんを対象に血清抗体検査（HI法）、

適切なワクチン接種等、衛生指導を実施する。 

マイコプラズ

マ病 

抗体保有状況

調査 

県内全域の家きんを対象に血清抗体検査（急速凝集

反応）、適切なワクチン接種等、衛生指導を実施す

る。 

蜜蜂 ふそ病 

 

摘発・淘汰 

 

令和6年4月 

～ 

令和9年3月 

県外への転飼養蜂家、県内での定飼養蜂家に対し、

検査を実施する。 

 

 

第三章 重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項 

Ⅰ 飼養衛生管理基準のうち重点的に指導等を実施すべき事項  

１ 重点的に指導等を実施すべき事項及び指導等の実施方針（参考2） 

家畜区分 重点的に指導等を実施すべき事項 指導等を実施する 

目安の地域、時期等 

実施の方法 

牛 (1)家畜所有者の責務の徹底 

(2)飼養衛生管理マニュアル作成及び 

従事者への周知徹底 

(3)記録の作成及び保管 

(4)衛生管理区域専用の衣類及び 

靴の設置並びに使用 

(5)衛生管理区域出入口における車両消毒 

(6)特定症状の早期通報 

(7)埋却等に備えた措置 

・県内全域で実施 

・通年 

 

・国、県から通知、配布さ

れる文書やパンフレット、

家保が発行する衛生だより

等を電子メールやＦＡＸ、

郵送により提供し、指導に

活用する。 

・立入検査時に遵守状況を

確認し指導する。 

・講習会等を活用する。 

豚（いの

しし、い

のぶた、

ミニブタ

含む） 

(1)家畜所有者の責務の徹底 

(2)記録の作成及び保管 

(3)肉を含む食品循環資源を飼料とする場

合の適切な処理 

(4)衛生管理区域に立ち入る者の手指消毒 

(5)衛生管理区域への野生動物侵入防止 

・県内全域で実施 

・通年 

 

・国、県から通知、配布さ

れる文書やパンフレット、

家保が発行する衛生だより

等を電子メールやＦＡＸ、

郵送により提供し、指導に

活用する。 
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（柵、ネットの点検） 

(6)衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置

並びに使用 

(7)畜舎ごとの専用の衣服及び靴の設置並

びに使用 

(8)衛生管理区域内の整理整頓・消毒 

(9)衛生管理区域出入口における車両消毒 

(10)特定症状の早期通報 

(11)埋却等に備えた措置 

・立入検査時に遵守状況を

確認し指導する。 

・講習会等を活用する。 

鶏、あひ

る、ホロ

ホロ鳥 

(1)家きん所有者の責務の徹底 

(2)記録の作成及び保管 

(3)専用衣服及び靴の設置並びに使用 

(4)家きん舎毎の手指消毒及び長靴の設置 

(5)家きん舎等への野生動物侵入防止（防

鳥ネット等） 

(6)衛生管理区域内、家きん舎周辺の整理

整頓・消毒 

(7)衛生管理区域出入口における車両消毒 

(8)特定症状の早期通報 

(9)埋却等に備えた措置 

 

・県内全域で実施 

・通年 

 

・国、県から通知、配布さ

れる文書やパンフレット、

家保が発行する衛生だより

等を電子メールやＦＡＸ、

郵送により提供し、指導に

活用する。 

・立入検査時に遵守状況を

確認し指導する。 

・講習会等を活用する。 

山羊・緬

羊・鹿 

(1)家畜所有者の責務の徹底 

(2)飼養衛生管理マニュアル作成及び従事

者等への周知徹底 

(3)衛生管理区域の適切な設定 

(4)記録の作成及び保管 

(5)器具の定期的な清掃又は消毒等 

・県内全域で実施 

・通年 

 

・国、県から通知、配布さ

れる文書やパンフレット、

家保が発行する衛生だより

等を電子メールやＦＡＸ、

郵送により提供し、指導に

活用する。 

・立入検査時に遵守状況を

確認し指導する。 

 

馬 (1)家畜所有者の責務の徹底 

(2)飼養衛生管理マニュアル作成及び従事

者等への周知徹底 

(3)衛生管理区域の適切な設定 

(4)記録の作成及び保管 

(5)器具の定期的な清掃又は消毒等 

・県内全域で実施 

・通年 

 

・国、県から通知、配布さ

れる文書やパンフレット、

家保が発行する衛生だより

等を電子メールやＦＡＸ、

郵送により提供し、指導に

活用する。 

・立入検査時に遵守状況を

確認し指導する。 
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Ⅱ Ⅰ以外で推奨すべき、飼養衛生管理上の事項  

【埋却地の確保等】 

高病原性鳥インフルエンザや豚熱、口蹄疫等の特定家畜伝染病が発生した場合、殺処分した家 

畜や汚染物品等は埋却することを基本方針とする。 

県は、法第21条の規定に基づき、家畜の所有者に対して、殺処分した家畜の死体等の埋却 

用地として、十分な広さの埋却用地を確保するよう指導する。また県は、市町村等と連携し、県

や市町村が保有する公有地等の埋却用地としての利用について検討し、候補地のリストアップに

努める。併せて、それらの埋却候補地について実効性が確保されているか確認する。さらに当該

埋却用地が利用できない事態を想定し、焼却施設のリストアップを行うとともに、処理能力や作

業動線の確認、演習の実施等により、事前の利用調整を進める（参照：「豚、いのしし又は家き

ん飼養農場において確保された埋却地等の実効性の確認等について（結果報告・調査依頼）」令

和６年２月14 日付５消安第6734 号農林水産省消費・安全局動物衛生課長通知）。 

 

第四章 家畜の所有者又はその組織する団体が行う自主的措置の活性化に関する事項 

Ⅰ 家畜の所有者又はその組織する団体が行う自主的措置の活性化に関する方針 

  家畜伝染病の発生予防及びまん延防止を地域レベルで実効的に確保するためには、家畜の所

有者又はその組織する団体が、自助・共助の考えの下に自主的に飼養衛生管理の強化に取り組

むことが必要である。 

このため、県は、家畜の所有者又は関係する団体の求めに応じて、国内外の家畜の伝染性疾

病の発生状況、最新の科学的知見を踏まえ、効果的な飼養衛生管理等についての研修や全国の

優良事例・先進的な取組の紹介等を行う。また、必要に応じて、研修会等を開催する場合の専

門家の派遣を行うとともに、防疫資材の購入、補助事業の立ち上げ・紹介等を行う。その他、

家畜の所有者又は関係する団体から相談を受けた場合、県は、必要な助言・指導を行うととも

に最大限協力する。 

 

第五章 飼養衛生管理に係る指導等の実施体制に関する事項 

Ⅰ 都道府県の体制整備  

（１）家畜防疫員の確保 

県は、インターンシップの受け入れや大学における就職説明会等の機会を活用して、県畜

産行政に対する関心や理解を深め、新規獣医師職員の確保に努めるとともに、農林水産分野

の獣医師職員を家畜防疫員に任命し、家畜防疫員を確保する。 

（２）家畜防疫員の育成・指導力の強化 

県は、国や他の都道府県等が開催する研修会や防疫演習等に家畜防疫員を出席させ、また 

県内で年1回以上、特定家畜伝染病に関する防疫演習を実施することにより、家畜防疫員の

知識や技術の向上、指導力の強化を図る。 

県は、家畜飼養農場への家畜防疫員の立入にあたっては、指導経験の豊富な職員を指導経

験の浅い職員ととともに配置し、家畜防疫員の指導、育成を行う。また、飼養衛生管理等に

係る指導について、家畜防疫員同士で指導内容を確認させ、指導力の平準化を図るととも

に、効果的な指導体制を構築する。 
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Ⅱ 飼養衛生管理者の選任、研修等 

（１）飼養衛生管理者の選任に関する方針 

飼養衛生管理者の選任は、家畜の所有者が行うことを基本とし、平時より当該農場の飼養

衛生に携わっている者、農場長、責任者等の選任を想定している。 

選任にあたっては、家保と密に連絡が取れる体制を構築する必要を考慮し、飼養衛生管理

者との連絡手段を確立する。 

なお、飼養衛生管理者の変更があった場合、家畜の所有者は速やかに家保に届け出ること

とする。 

（２）飼養衛生管理者に対する研修・教育に関する方針  

国や全国団体等から家畜衛生や飼養衛生管理基準の変更等の情報提供があった場合、その

都度電子メール、ファックス、郵送等で周知、もしくは農場にて直接説明を実施する。 

また、家保は、市町村・生産団体及び地域自衛防疫推進団体等と連携し、飼養衛生管理者

に対する研修会を実施する。研修会は基本的に畜種別に実施し、国内外における伝染性疾病

の発生状況、飼養衛生管理基準の内容の確認、改正点及び遵守にあたっての留意事項等の内

容を中心に研修を行う。 

（３）飼養衛生管理者に対する情報提供に関する方針 

ア 情報提供の方法は、飼養衛生管理者に主に電子メールやファックスにて実施、いずれも

ない場合には郵送、または対面にて行う。特定家畜伝染病の発生情報や農林水産省からの

通知等については、その都度情報提供を行う。 

イ 言語によるコミュニケーションに配慮が必要な外国人従業員向けの情報提供は、国が作

成したリーフレット等を用いて情報提供する。 

 

Ⅲ その他指導等の実施体制に関する事項 

【命令違反者の公表】 

正当な理由なく、法第 12条の 6第 3項及び第 34条の 2第 3項の命令に従わず、飼養衛生管

理基準の遵守状況に改善が見られない家畜の所有者については、農場名・農場所在地・違反事

項の内容を公表するとともに、国に報告する。 

違反者の公表にあたっては、事前に市町村や生産者団体等の関係機関にその旨を情報共有し

た上で実施することとする。 
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第六章 協議会等の活用その他の飼養衛生管理に係る指導等実施に関し必要な事項 

Ⅰ 協議会等の活用と相互連携に関する方針 

  家畜伝染病の発生予防及びまん延防止のためには、家畜の所有者、国、県、市町村、関連事

業者等の関係者が常に情報を共有し、連携を図ることが重要である。このため、県は、国内外

および県内における家畜の伝染性疾病の発生状況や最新の科学的知見、飼養衛生管理に係る優

良事例等に係る情報収集を行うとともに、以下の関係機関で構成する協議会等を組織し、協議

会等の構成員に対して積極的な情報提供及び情報共有を行い、相互の連携を強化する。 

 

（１） 広域にわたる協議会等 

協議会等の種類 構成員 内容 

近畿ブロック等鳥インフルエン

ザ・口蹄疫等対策協議会 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県、徳島県、福井

県、鳥取県（オブザーバー：近畿農

政局、岡山県） 

・家畜防疫員の相互派遣と防疫資材

の融通 

・早期通報体制の確立 

・農家情報の共有化 

・交通拠点における消毒対応 

・風評被害対策 

近畿ブロック家畜衛生主任者会議 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県、動物検疫所神戸

支所、近畿農政局、農林水産省 

 

・家畜衛生に関する情報共有 

・家畜衛生に係る課題の検討 

・まん延防止に係る連携強化 

 

府県境家畜防疫員会議 大阪府、奈良県、三重県、和歌山県 ・家畜衛生に関する情報共有 

・家畜衛生に係る課題の検討 

・まん延防止に係る連携強化 

 

 

（２）県内の協議会等 

協議会等の種類 構成員 内容 

飼養衛生管理地域推進会議 県（畜産課、家保、各振興局農業水

産振興課）、市町村、その他県が構

成員とする者 

・家畜衛生、飼養衛生管理に係る

情報の共有 

・家畜伝染病の発生予防・まん延

防止に係る連携強化 

・地域における飼養衛生管理の向

上に向けた検討、連携指導 

 

Ⅱ 家畜の伝染性疾病の発生時における緊急対応に関する方針 

特定家畜伝染病が国内で発生した場合や、県内の野生動物において同家畜伝染病の病原体が

確認され、県内の農場での発生リスクが高まった場合には、対象家畜の所有者に対し、直ちに

情報提供を行うとともに、飼養衛生管理基準の緊急点検及び不遵守項目の改善について指導す

る。また、飼養衛生管理基準に規定する内容以外の飼養衛生管理上の措置が必要となった場合
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には、家畜の所有者等に対し、必要となった措置を講ずるよう、併せて指導を行う。 

指導にあたっては、飼養規模が大きく、防疫対応に困難が見込まれる農場から優先的に立ち

入り指導を行う。また、情報提供にあたっては、家畜の所有者だけでなく、振興局や畜産関係

団体等にも周知して関係者間で情報を共有し、緊急対応に備える。 

 

Ⅲ 通常の家畜の飼養農場以外の場所への対応に関する方針 

飼養衛生管理基準が定められた家畜を愛玩用として室内で飼育する等、通常の飼養場所と異

なる場合においても、定期報告の徴収等の機会を活用し、飼養衛生管理基準の遵守指導に努め

る。県内において特定家畜伝染病が発生又は発生リスクが高まった場合にはⅡと同様に指導を

行う。この場合、当該家畜の飼養形態を考慮し、実践可能な対策を重点的に指導する。 


